
中間連結財務諸表

当行の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計
算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、金融商品
取引法第193条の2第1項の規定に基づき、東陽監査法人の監査証明を受けております。

中間連結貸借対照表

科　目 令和６年度中間期
（令和6年9月30日）

令和７年度中間期
（令和7年9月30日）

（負債の部）
預金 1,169,521 1,174,582
借用金 109,220 85,660
外国為替 30 53
その他負債 8,230 8,050
役員賞与引当金 5 5
退職給付に係る負債 1,657 1,611
役員退職慰労引当金 370 385
偶発損失引当金 95 102
繰延税金負債 880 514
再評価に係る繰延税金負債 707 715
支払承諾 494 372

負債の部合計 1,291,214 1,272,054
（純資産の部）

資本金 5,481 5,481
資本剰余金 1,487 1,487
利益剰余金 34,900 36,469

株主資本合計 41,870 43,439
その他有価証券評価差額金 5,601 4,919
繰延ヘッジ損益 0 0
土地再評価差額金 1,095 1,047
退職給付に係る調整累計額 33 72
その他の包括利益累計額合計 6,730 6,038
非支配株主持分 417 453

純資産の部合計 49,017 49,931
負債及び純資産の部合計 1,340,231 1,321,986

科　目 令和６年度中間期
（令和6年9月30日）

令和７年度中間期
（令和7年9月30日）

（資産の部）
現金預け金 200,352 124,893
コールローン及び買入手形 481 507
買入金銭債権 1,028 1,034
有価証券 166,660 182,961
貸出金 940,728 981,025
外国為替 1,023 927
リース債権及びリース投資資産 7,643 8,465
その他資産 9,304 9,901
有形固定資産 15,131 14,887
無形固定資産 466 414
繰延税金資産 6 11
支払承諾見返 494 372
貸倒引当金 △ 3,090 △ 3,417

資産の部合計 1,340,231 1,321,986

（単位：百万円）
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中間連結包括利益計算書

科　目
令和６年度中間期

（ 令和6年4月 1日から
令和6年9月30日まで ）

令和７年度中間期
（ 令和7年4月 1日から

令和7年9月30日まで ）
中間純利益		  909 1,336
その他の包括利益		  △ 612 1,632
その他有価証券評価差額金 △ 607 1,643
繰延ヘッジ損益 △ 0 △ 0
退職給付に係る調整額 △ 5 △ 10

中間包括利益		  297 2,969
（内訳）
親会社株主に係る中間包括利益	 290 2,950
非支配株主に係る中間包括利益	 6 19

（単位：百万円）

中間連結損益計算書

科　目
令和６年度中間期

（ 令和6年4月 1日から
令和6年9月30日まで ）

令和７年度中間期
（ 令和7年4月 1日から

令和7年9月30日まで ）
経常収益		  9,159 11,285

資金運用収益	 5,510 7,327
（うち貸出金利息） 4,742 6,215
（うち有価証券利息配当金） 503 760

役務取引等収益 1,708 1,603
その他業務収益 1,517 1,678
その他経常収益 422 675

経常費用		  7,867 9,280
資金調達費用	 221 1,085
（うち預金利息） 215 1,077

役務取引等費用 1,060 1,109
その他業務費用 1,583 2,064
営業経費 4,712 4,785
その他経常費用 289 236

経常利益		  1,292 2,004
特別損失		  4 66
固定資産処分損	 4 33
減損損失	 － 33

税金等調整前中間純利益		 1,287 1,937
法人税、住民税及び事業税		  330 557
法人税等調整額		  47 44
法人税等合計		  378 601
中間純利益		  909 1,336
非支配株主に帰属する中間純利益		 6 19
親会社株主に帰属する中間純利益		 902 1,317

（単位：百万円）
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中間連結株主資本等変動計算書

区　分
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 5,481 1,487 34,197 － 41,167
当中間期変動額	
剰余金の配当 △199 △199
親会社株主に帰属する
中間純利益 902 902

自己株式の取得 －

自己株式の処分 －

土地再評価差額金の取崩 －
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計	 － － 702 － 702
当中間期末残高	 5,481 1,487 34,900 － 41,870

区　分

その他の包括利益累計額
非支配株主

持分 純資産合計その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計
当期首残高 6,208 0 1,095 38 7,342 411 48,921
当中間期変動額
剰余金の配当 △199
親会社株主に帰属する
中間純利益 902

自己株式の取得 －

自己株式の処分 －

土地再評価差額金の取崩 －
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） △607 △0 － △5 △612 5 △606

当中間期変動額合計 △607 △0 － △5 △612 5 96
当中間期末残高 5,601 0 1,095 33 6,730 417 49,017

令和6年度中間期（自令和6年4月1日　至令和6年9月30日）
（単位：百万円）
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区　分
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 5,481 1,487 35,339 － 42,308
当中間期変動額	
剰余金の配当 △199 △199
親会社株主に帰属する
中間純利益 1,317 1,317

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0 0

土地再評価差額金の取崩 12 12
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計	 － 0 1,130 － 1,130
当中間期末残高	 5,481 1,487 36,469 － 43,439

区　分

その他の包括利益累計額
非支配株主

持分 純資産合計その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計
当期首残高 3,276 0 1,060 82 4,418 435 47,163
当中間期変動額
剰余金の配当 △199
親会社株主に帰属する
中間純利益 1,317

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 0

土地再評価差額金の取崩 12
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 1,643 △0 △12 △10 1,620 18 1,638

当中間期変動額合計 1,643 △0 △12 △10 1,620 18 2,768
当中間期末残高 4,919 0 1,047 72 6,038 453 49,931

令和7年度中間期（自令和7年4月1日　至令和7年9月30日）
（単位：百万円）
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中間連結キャッシュ・フロー計算書

科　目
令和６年度中間期

（ 令和6年4月1日から
令和6年9月30日まで ）

令和７年度中間期
（ 令和7年4月1日から

令和7年9月30日まで ）
Ⅰ	 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 1,287 1,937
減価償却費 386 363
減損損失 − 33
貸倒引当金の増減（△） △ 49 △ 59
役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0 0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3 △ 6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18 △ 2
偶発損失引当金の増減（△） 17 2
資金運用収益 △ 5,510 △ 7,327
資金調達費用 221 1,085
有価証券関係損益（△） 292 168
為替差損益（△は益） 0 △ 0
固定資産処分損益（△は益） △ 6 33
貸出金の純増（△）減 15,341 △ 5,718
預金の純増減（△） 10,573 22,977
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） △ 14,430 △ 16,530
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 209 86
コールローン等の純増（△）減 65 △ 26
外国為替（資産）の純増（△）減 △ 192 △ 9
外国為替（負債）の純増減（△） △ 8 3
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 △ 701 △ 309
資金運用による収入 5,473 7,033
資金調達による支出 △ 143 △ 759
その他 5,652 976
　　　　　小　　計 18,501 3,952
法人税等の支払額 △ 12 △ 554
営業活動によるキャッシュ・フロー 18,488 3,397

Ⅱ	 投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △ 44,261 △ 17,555
有価証券の売却による収入 21,644 5,896
有価証券の償還による収入 4,965 6,994
有形固定資産の取得による支出 △ 215 △ 152
有形固定資産の除却による支出 △ 9 −
有形固定資産の売却による収入 43 0
無形固定資産の取得による支出 △ 20 △ 55
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 17,853 △ 4,872

Ⅲ	 財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出 − △ 0
自己株式の売却による収入 − 0
配当金の支払額 △ 199 △ 199
非支配株主への配当金の支払額 △ 1 △ 1
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 200 △ 200

Ⅳ	 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 0 0
Ⅴ	 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 433 △ 1,675
Ⅵ	 現金及び現金同等物の期首残高 198,011 124,569
Ⅶ	 現金及び現金同等物の中間期末残高 198,445 122,894

（単位：百万円）
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注記事項（令和７年度中間期）
（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１.	 連結の範囲に関する事項
⑴　連結子会社　2社
　但銀ビジネスサービス株式会社
　但銀リース株式会社
⑵　非連結子会社
　該当ありません。

２.	 持分法の適用に関する事項
⑴　持分法適用の非連結子会社
　該当ありません。
⑵　持分法適用の関連会社
　該当ありません。
⑶　持分法非適用の非連結子会社
　該当ありません。
⑷　持分法非適用の関連会社
　該当ありません。

３.	 連結子会社の中間決算日等に関する事項
　連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
　　9月末日　2社

４.	 会計方針に関する事項
⑴　商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）に
より行っております。
⑵　有価証券の評価基準及び評価方法
　有価証券の評価は､満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価
法（定額法）、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法
により算定）、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法
により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し
ております。
⑶　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
⑷　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）
　当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建
物（建物附属設備を除く｡）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設
備及び構築物については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間によ
り按分し計上しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建物　　5年～50年
　その他　2年～20年
　連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主と
して定額法により償却しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウ
ェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間（５年）に基づいて
償却しております。

③　リース資産　
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固
定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却し
ております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあ
るものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

⑸　貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上し
ております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」
という｡）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」とい
う｡）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿
価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その
残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に
陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権
については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額（以下「非保全額」という。）のうち、債務者の支払能力を総合的
に判断し必要と認める額を計上しております。
　破綻懸念先で非保全額が一定額以上の大口債務者のうち、債務者の状況を総合
的に判断してキャッシュ・フローによる回収可能額を合理的に見積もることが可
能な債務者に対する債権については、非保全額から当該回収可能額を控除した残
額を貸倒引当金とする方法により計上しております。
　上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間
の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実
績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を
求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実
施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額か
ら担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取
立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,310百万円であ
ります。
　連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案し
て必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
⑹　役員賞与引当金の計上基準
　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の
支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
⑺　役員退職慰労引当金の計上基準
　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対
する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生している
と認められる額を計上しております。
⑻　偶発損失引当金の計上基準
　偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、
将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額を計上しておりま
す。
⑼　退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの
期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去
勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
　過去勤務費用：発生年度に全額を損益処理
　数理計算上の差異：�各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞ
れ発生の翌連結会計年度から損益処理

　なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付

に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を
用いた簡便法を適用しております。
⑽　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準　
　当行の外貨建資産・負債は、主として中間連結決算日の為替相場による円換算
額を付しております。
⑾　収益及び費用の計上基準　
　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
⑿　重要なヘッジ会計の方法
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の
方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の
取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号　令和2年10月8日）
に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、
外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取
引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権
債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認する
ことによりヘッジの有効性を評価しております。
⒀　中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照
表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

（中間連結貸借対照表関係）
１.	 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次の
とおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その
元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当
該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によるものに限
る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返
の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている
場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。
　　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　　� 4,386百万円
　　　危険債権額　　　　　　　　　　　　　　　 　� 8,376百万円
　　　三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　 　　　　　�− 百万円
　　　貸出条件緩和債権額� 59百万円
　　　合計額　　　　　　　　　　　　　　　 　　� 12,823百万円

　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手
続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこ
れらに準ずる債権であります。
　　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営
成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性
の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
　　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅
延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当
しないものであります。
　　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金
利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる
取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三
月以上延滞債権に該当しないものであります。
　　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
２.	 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上
の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号　令和4年3月17日）
に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買
入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有してお
りますが、その額面金額は次のとおりであります。� 753百万円
３.	 担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　担保に供している資産
　　　　　有価証券 � 55,010百万円
　　　　　貸出金 � 107,683百万円
　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　 � 162,693百万円
　　　担保資産に対応する債務
　　　　　預金 � 1,018百万円
　　　　　借用金 � 85,500百万円
　�　上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
　　　有価証券 � 1,181百万円
　　　その他資産 　� 6,000百万円
　�　また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであ
ります。
　　　保証金 � 523百万円
４.	 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実
行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定
の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融
資未実行残高は次のとおりであります。
　　　融資未実行残高 � 217,276百万円
　　　　うち原契約期間が1年以内のもの � 217,028百万円
　�　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未
実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影
響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の
保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶
又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も
定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契
約の見直し、与信保全上の措置等を講じております｡
５.	 土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行
の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相
当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額
を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
　　　再評価を行った年月日　　　平成10年3月31日
　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法　　
　　　�　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第

２条第４号に定める方法に基づいて、奥行価格補正等の合理的な調整を行って
算出。

　　�　同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合
計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

� 1,927百万円
６.	 有形固定資産の減価償却累計額� 13,957百万円
７.	「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によ
る社債に対する保証債務の額 � 2,110百万円
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（中間連結損益計算書関係）
１.	 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
　　　株式等売却益� 320百万円
２.	 営業経費には、次のものを含んでおります。
　　　給与・手当� 1,711百万円
３.	 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
　　　貸出金償却� 7百万円
　　　貸倒引当金繰入額� 82百万円
４.	 減損損失
　　移転等の決定に伴い除却を予定している資産について、帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、33百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

地域 主な用途 種類 減損損失
兵庫県内 営業店舗等　2か所 土地・建物・その他 33百万円

　グルーピングの方法
　　�　当行では、営業店舗等を基礎として、キャッシュ・フローの相互補完性に基づい
た一定の地域等をグルーピングの単位としております。遊休資産等については、
各々独立した単位として取扱っております。また、本部、社宅等については、独立
したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資産としております。

　回収可能価額の算定方法
　　�　回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、路線価等の市場価格を適
切に反映している価額により算定しております。ただし、移転の決定に伴い除却
を予定している資産については回収可能価額を零としております。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）
１.	 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
� （単位：千株）

当連結会計年度
期首株式数

当中間連結会計期間
増加株式数

当中間連結会計期間
減少株式数

当中間連結会計
期間末株式数 摘要

発行済株式
　普通株式 79,875 − − 79,875 
　　合　計 79,875 − − 79,875 
自己株式 　 　 　 　
　普通株式 − 0 0 − （注）
　　合　計 − 0 0 −
（注）�自己株式の株式数の増加は単元未満株式の買取りによる増加、減少は単元未満株

式の売渡しによる減少であります。

２.	 配当に関する事項
　⑴　当中間連結会計期間中の配当金支払額
（決議） 株式の種類 配当金の総額

（百万円）
1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

令和7年6月27日
定時株主総会 普通株式 199 2.5 令和7年

3月31日
令和7年
6月30日

　⑵�　基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間
連結会計期間の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額

（百万円） 配当の原資 1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

令和7年11月21日
取締役会 普通株式 199 その他

利益剰余金 2.5 令和7年
9月30日

令和7年
12月10日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目
の金額との関係

現金預け金勘定 124,893百万円
定期預け金 △1,179百万円
その他の預け金 △819百万円
現金及び現金同等物 122,894百万円

（金融商品関係）
１.	 金融商品の時価等に関する事項
　中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な
お、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参
照）。また、現金預け金、買入金銭債権、コールローン及び買入手形、外国為替（資産・
負債）は、短期間で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似する
ことから、注記を省略しております。
� （単位：百万円）

中間連結貸借
対照表計上額 時　価 差　額

⑴　有価証券 181,878 181,850 △28
　①　満期保有目的の債券 2,604 2,576 △28
　②　その他有価証券 179,274 179,274 −
⑵　貸出金 981,025
　　貸倒引当金（※） △3,382

977,642 972,971 △4,670
資　産　計 1,159,521 1,154,821 △4,699

⑴　預金 1,174,582 1,174,622 39
⑵　借用金 85,660 85,660 −

負　債　計 1,260,242 1,260,282 　 　　39
（※） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（注1�）市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額は次のとお
りであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。

� （単位: 百万円）
区　　　　分 中間連結貸借対照表計上額

非上場株式（※1） 45
組合出資金（※2） 1,036

（※1�）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第
19号　令和2年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（※2�）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31
号　令和3年6月17日）第24－16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

２.	 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応
じて、以下の３つのレベルに分類しております。
　レ�ベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場に
おいて形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場
価格により算定した時価

　レ�ベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプッ
ト以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レ�ベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した
時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ
らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最
も低いレベルに時価を分類しております。
　⑴　時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
� （単位：百万円）

区　分 時　　価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券（その他有価証券） 103,341 75,932 − 179,274
　うち国　債 86,342 − − 86,342
　　　地方債 − 55,016 − 55,016
　　　社　債 − 20,517 − 20,517
　　　株　式 16,998 − − 16,998
　　　その他 − 398 − 398
資　産　計 103,341 75,932 − 179,274

　⑵　時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
� （単位：百万円）

区　分 時　　価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券（満期保有目的の債券） − 493 2,082 2,576
　うち地方債 − 493 − 493
　　　社　債 − − 2,082 2,082
貸出金　 − − 972,971 972,971
資　産　計 − 493 975,054 975,547
預　金 − 1,174,622 − 1,174,622
借用金 − 85,660 − 85,660
負　債　計 − 1,260,282 − 1,260,282

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
　資　産
　　有価証券
　有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるもの
はレベル１の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれま
す。
　公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の
時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場にお
ける取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参
加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額
を時価とし、レベル２の時価に分類しております。
　相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法な
どの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なイ
ンプットを最大限利用しており、インプットにはスワップレート、信用スプレッ
ド等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場
合には、レベル３の時価に分類しております。主に自行保証付私募債がこれに含
まれます。

　　貸出金
　貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利
金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を
算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映す
るため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額
が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破
綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額
等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中
間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近
似していることから、当該価額を時価としております。当該時価はレベル３の時
価に分類しております。

　負　債
　　預金
　要求払預金について、中間連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、そ
の金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分
して、将来キャッシュ･フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定して
おります。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いておりま
す。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分
類しております。

　　借用金
　借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行
及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿
価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固
定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の将来キャッシュ・
フローを市場金利に当行のプレミアムを加味した利率で割り引いた現在価値を
時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。

（資産除去債務関係）
　資産除去債務につきましては、重要性が乏しいため記載を省略しております。

（収益認識関係）
　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」に記載のとお
りであります。

（1株当たり情報）
１．1株当たり純資産額
1株当たり純資産額 619円44銭

2．1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
1株当たり中間純利益 円 16.49
（算定上の基礎） 　 　
　親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 1,317
　普通株主に帰属しない金額 百万円 −
　�普通株式に係る親会社株主に帰属する�
中間純利益 百万円 1,317
　普通株式の期中平均株式数 千株 79,874
　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式がないので記載しておりませ
ん。

（重要な後発事象）
　該当事項はありません。
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■セグメント情報等
【セグメント情報】
１.	 報告セグメントの概要
　当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財
務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するた
めに、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
　当行グループは、銀行業務を中心にリース業務などの金融サービスに係る事業を
行っております。
　したがって、当行グループは銀行業務を基礎とした金融サービス別のセグメント
から構成されており、「銀行業」、「リース業」の２つを報告セグメントとしておりま
す。

２.	 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の
算定方法
　報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
　報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
　セグメント間の内部経常収益は、一般的な取引と同様の条件で行っております。

３.	 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に
関する情報並びに収益の分解情報
　前中間連結会計期間（自令和6年4月1日　至令和6年9月30日）
� （単位：百万円）

報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務
諸表計上額銀行業 リース業 計

経常収益
　顧客との契約から生じる収益 1,708 − 1,708 − 1,708 − 1,708
　その他の収益 5,955 1,478 7,434 16 7,451 − 7,451
　外部顧客に対する経常収益 7,664 1,478 9,143 16 9,159 − 9,159
　セグメント間の内部経常収益 92 136 228 17 246 △246 　−

計 7,756 1,615 9,371 34 9,406 △246 9,159
セグメント利益 1,271 20 1,291 0 1,292 △0 1,292
セグメント資産 1,339,544 10,027 1,349,571 211 1,349,783 △9,552 1,340,231
セグメント負債 1,291,657 9,193 1,300,850 28 1,300,879 △9,665 1,291,214
その他の項目
　減価償却費 382 4 387 − 387 △0 386
　資金運用収益 5,552 0 5,552 0 5,552 △41 5,510
　資金調達費用 234 40 274 − 274 △53 221
　特別損失 4 − 4 − 4 △0 4
　　（固定資産処分損） 4 − 4 − 4 △0 4
　税金費用 371 6 377 0 378 0 378
　�有形固定資産及び無形固定資産の
　増加額 236 2 239 − 239 − 239

（注）	１.	 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差額調整
につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額の差異について記
載しております。

	 ２.	「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、事務代
行業、不動産賃貸業等であります。

	 ３.	「顧客との契約から生じる収益」には、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計
基準」の対象外の収益も含まれております。

	 ４.	「セグメント利益」「セグメント資産」「セグメント負債」「減価償却費」「資金運用収益」
「資金調達費用」「特別損失」「税金費用」「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」の調
整額は、セグメント間取引消去であります。

	 ５.	 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
	 ６.	 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、建設仮勘定及びソフトウェア仮勘定

の増加額は含めておりません。

　当中間連結会計期間（自令和7年4月1日　至令和7年9月30日）
� （単位：百万円）

報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務
諸表計上額銀行業 リース業 計

経常収益
　顧客との契約から生じる収益 1,603 − 1,603 − 1,603 − 1,603
　その他の収益 8,036 1,629 9,665 15 9,681 − 9,681
　外部顧客に対する経常収益 9,639 1,629 11,269 15 11,285 − 11,285
　セグメント間の内部経常収益 99 159 259 19 278 △278 　−

計 9,739 1,789 11,528 35 11,563 △278 11,285
セグメント利益 1,946 58 2,004 1 2,006 △1 2,004
セグメント資産 1,321,404 11,178 1,332,583 213 1,332,797 △10,811 1,321,986
セグメント負債 1,272,718 10,271 1,282,989 29 1,283,018 △10,964 1,272,054
その他の項目
　減価償却費 360 3 363 − 363 △0 363
　資金運用収益 7,381 0 7,382 0 7,382 △54 7,327
　資金調達費用 1,094 52 1,147 − 1,147 △61 1,085
　特別損失 67 − 67 − 67 △0 66
　　（固定資産処分損） 34 − 34 − 34 △0 33
　　（減損損失） 33 − 33 − 33 − 33
　税金費用 580 20 600 0 601 0 601
　�有形固定資産及び無形固定資産の
　増加額 181 1 183 − 183 − 183

（注）	１.	 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差額調整
につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額の差異について記
載しております。

	 ２.	「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、事務代
行業、不動産賃貸業等であります。

	 ３.	「顧客との契約から生じる収益」には、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計
基準」の対象外の収益も含まれております。

	 ４.	「セグメント利益」「セグメント資産」「セグメント負債」「減価償却費」「資金運用収益」
「資金調達費用」「特別損失」「税金費用」「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」の調
整額は、セグメント間取引消去であります。

	 ５.	 セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
	 ６.	 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、建設仮勘定及びソフトウェア仮勘定

の増加額は含めておりません。

【関連情報】
前中間連結会計期間（自令和6年4月1日　至令和6年9月30日）
１.	 サービスごとの情報
� （単位：百万円）

貸出業務 有価証券
投資業務

役務取引
業務 リース業務 その他 合　計

外部顧客に対す
る経常収益 4,747 503 1,708 1,478 720 9,159
（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２.	 地域ごとの情報
　⑴　経常収益
　当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結
損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

　⑵　有形固定資産
　当行グループは、本邦以外に所在している有形固定資産がありませんので記載
しておりません。

３.	 主要な顧客ごとの情報
　特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10％以上を占
めるものがないため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自令和7年4月1日　至令和7年9月30日）
１.	 サービスごとの情報
� （単位：百万円）

貸出業務 有価証券
投資業務

役務取引
業務 リース業務 その他 合　計

外部顧客に対す
る経常収益 6,222 1,081 1,603 1,629 748 11,285
（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２.	 地域ごとの情報
　⑴　経常収益
　当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結
損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

　⑵　有形固定資産
　当行グループは、本邦以外に所在している有形固定資産がありませんので記載
しておりません。

３.	 主要な顧客ごとの情報
　特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10％以上を占
めるものがないため、記載を省略しております。　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
　前中間連結会計期間（自令和6年4月1日　至令和6年9月30日）
　該当事項はありません。

　当中間連結会計期間（自令和7年4月1日　至令和7年9月30日）
（単位：百万円）

報告セグメント その他 合計銀行業 リース業 計
減損損失 ３３ － ３３ － ３３

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
　該当事項はありません。
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